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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
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【手続補正書】
【提出日】平成28年2月9日(2016.2.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　高電流回路ブレーカ（３）と、前記高電流回路ブレーカ（３）を取り囲むハウジング（
６）とを備え、前記ハウジング（６）は、嵌合プラグコネクタ（２）への電気的接触及び
機械的接続のためのプラグコネクタを形成し、前記プラグコネクタは、前記高電流回路ブ
レーカ（３）により保護された最大アンペア数に特有のコーディングを有する高電流アプ
リケーションのための安全システム（１）において、
　前記プラグコネクタは、少なくとも２つの高電流接点要素（１４）と、少なくとも２つ
の低電流接点要素とを有することを特徴とする安全システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の安全システムにおいて、
　前記ハウジング（６）は、永久密閉的な方法で前記高電流回路ブレーカ（３）を収容す
ることを特徴とする安全システム。
【請求項３】
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　請求項１又は請求項２に記載の安全システムにおいて、
　前記ハウジング（６）は、シールドを含むことを特徴とする安全システム。
【請求項４】
　請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の安全システム（１）と、前記安全システ
ム（１）の前記プラグコネクタに対して相補的な嵌合プラグコネクタ（２）とを有するプ
ラグコネクタシステム。
【請求項５】
　請求項４に記載のプラグコネクタシステムにおいて、
　前記プラグコネクタと前記嵌合プラグコネクタ（２）との間のプラグ接続は、防水構造
であることを特徴とするプラグコネクタシステム。
【請求項６】
　請求項４又は請求項５に記載のプラグコネクタシステムにおいて、
　前記プラグコネクタ及び前記嵌合プラグコネクタ（２）は、互いがプラグ接続されると
、前記プラグコネクタ及び嵌合プラグコネクタ（２）の前記高電流接点要素（１４，１５
）が最初に接触し、その後、前記低電流接点要素（１６）が接触するように設計されてい
ることを特徴とするプラグコネクタシステム。
【請求項７】
　請求項４から請求項６のいずれか１項に記載のプラグコネクタシステムにおいて、
　前記嵌合プラグコネクタ（２）は、前記プラグコネクタシステムのプラグ解離状態にお
ける前記高電流接点要素（１４，１５）及び／又は前記低電流接点要素（１６）の接触に
対して、クラスＩＰ１Ｘ（ＩＰ―Ｉｎｇｒｅｓｓ　Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ）の保護、つま
り手の甲によるアクセスに対する保護、クラスＩＰ２Ｘの保護、つまり指によるアクセス
に対する保護、クラスＩＰ３Ｘの保護、つまり工具によるアクセスに対する保護、クラス
ＩＰ４Ｘの保護、つまりワイヤーによるアクセスに対する保護、クラスＩＰ５Ｘの保護、
つまり接点に対する完全な保護、又はクラスＩＰ６Ｘの保護、つまり接点に対する完全な
保護がされるように設計されていることを特徴とするプラグコネクタシステム。
【請求項８】
　請求項７に記載のプラグコネクタシステムにおいて、
　前記接触に対する保護は、ドイツ版ＥＮ６０５２９：１９９１＋Ａ１：２０００のＤＩ
Ｎ　ＥＮ　６０５２９に従って設計されていることを特徴とするプラグコネクタシステム
。
【請求項９】
　電気エネルギー源と、電気製品と、前記電気エネルギー源と前記電気製品とを導電的に
接続するケーブルシステムとを有し、前記ケーブルシステムは、請求項４から請求項８の
いずれか１項に記載の少なくとも１つのプラグコネクタシステムを含むことを特徴とする
電気システム。
【請求項１０】
　請求項９に記載の電気システムにおいて、
　前記ケーブルシステムの少なくとも１つのケーブルは、プラグコネクタユニットによっ
て前記ケーブルシステムに組み込まれ、
　前記ケーブルの前記プラグコネクタユニットは、個別コーディング以外は前記プラグイ
ンタフェースに関して前記プラグコネクタシステムに対応することを特徴とする電気シス
テム。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の電気システムにおいて、
　前記プラグコネクタシステムの前記安全システムが保守用断路器として機能して、前記
安全システム（１）が前記嵌合プラグコネクタ（２）から切断される時に前記電気システ
ムが前記電源から切断されることを特徴とする電気システム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００２９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２９】
　プラグコネクタのプラグインタフェースは、プラグコネクタシステムがプラグ接続され
た時に、嵌合プラグコネクタの接点ソケットの形をした相補的な低電流接点要素１６へプ
ラグ接続されて、これらと導電性接触する接点ピンの形をした２つの低電流接点要素も包
む。接点ソケットは、嵌合プラグコネクタ２のソケットハウジング１７に配設される。プ
ラグコネクタシステムの低電流接点要素の機能は、基本的にはスイッチのものであり、プ
ラグコネクタシステムがプラグ接続された時には、低電圧（例えば１２Ｖ）で作動する（
低電圧）電気回路が閉じられ、安全システム１を嵌合プラグコネクタ２からプラグ解離す
ることによってこれが遮断される。低電流回路は、低電流回路が遮断された場合に高電流
回路を遮断する制御装置に接続され、これは、嵌合プラグコネクタの低電流接点要素１６
を含めて、高電流回路のできる限り多くの部品が電圧に影響されないように実行されるこ
とが好ましい。
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